
一宮市地域づくり協議会提案事業実施要領 

 

（目的） 

第１条  この要領は、一宮市地域づくり協議会設置要綱（以下「要綱」という。）第 6 条第 3

項に関する事業を実施することを補完する目的で必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象事業） 

第２条 従前の協議会交付金ではやりきれない事業で、要綱第２条で示す事業内容に合うものと

する。単純に従前の事業内の記念品、出演者謝礼などの単価増のみによる規模の拡大は、不可

とする。提案された諸事業の適不適については、要綱様式３に定めた提案事業計画書を市民協

働課にて精査し、当該年度への予算要求を決定するものとする。 

 （交付上限額） 

第３条 要綱第 6条第 3項で定める提案事業交付金の上限額は、均等割１００万円に事業実施前

年４月１日付連区内人口×１５０円を加えたものとする。 

（交付申請） 

第４条 一宮市補助金等交付規則（昭和 37年一宮市規則第 18号）で定める様式第 1のほかに、

その他、事業内容により特に必要とする書類は、次に掲げるものとする。 

（１）見積書（消耗品、備品購入費等） 

（２）その他市長が指示する書類 

（見積書の提出基準） 

第５条 前条第１号の規定による見積書の提出を指示する基準は、次の表のとおりとする。 

区分 同一業者からの見積合計額※ 見積業者必要数 

消耗品 

※２ 

５万円以上１０万円未満 １者 

１０万円以上 ２者 

備品購入費等 

※３ 

２万円以上１０万円未満 １者 

１０万円以上 ２者 

※   消費税額を含めた金額とする。 

※ ２ 単品で複数を購入する場合もしくは、品数に関係なく、同じ店から購入する場合の合計  

金額とする。 

※ ３ 品数に関係なく、同じ店から購入した場合の合計金額とする。 

（計画の変更）  

第６条 交付金を概算払により事前に受け取り、事業を実施したときの精算方法については、以

下のとおりとする。 

（１） 剰余金が出た場合でその額が交付額の５％未満の場合は、完了報告書によって処理をす

ることとし、それ以上の場合は、その額が概ね確定した後速やかに補助金等計画変更届

により完了報告の前に手続きをするものとする。 

（２） 不足額が生じた場合で、限度額に満たない額で交付決定されている場合は、その額が概

ね確定した後速やかに補助金等計画変更届を提出し、審査を受けるものとする。 

（財産管理）  

第７条 備品とは、一宮市物品等会計規則（昭和６１年一宮市規則第１３号）第７条第１項に規

定するものとし、消耗品と判断しがたいときは、１万円を超える物品とする。 

     付 則 



（施行期日） 

１  この要領は平成２４年６月３０日から施行する。 

   付 則 

１  この要領は平成２５年７月３１日から施行する。 

   付 則 

１  この要領は平成２５年９月３０日から施行する。 

付 則 

１  この要領は平成３０年４月１日から施行する。 

 

 


